
機能強化加算に関するご案内

当院は、厚生労働省の定める基準に基づき、「かかりつけ医」としての役割を担い、地域の皆さまの健康を継続的

に支える体制を整えております。

当院では、以下の取り組みを行っております：

● 他の医療機関の受診状況やお薬の情報を把握し、必要に応じて管理します

● 健康診断の結果など、健康管理に関するご相談に対応します

● 介護・福祉サービスの利用に関するご相談にも応じます

● 夜間・休日の問い合わせへの対応体制を整えています

● 必要に応じて専門医や専門医療機関への紹介を行います

地域の皆さまが安心して暮らせるよう、身近な「かかりつけ医」として努めてまいります。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にスタッフまでお尋ねください。
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